
 
令和 2年 4月 17日(金)現在 

新型コロナウイルス感染症拡大防止による、嘉手納町社会福祉協議会における事業の実

施については、下記のとおりとなっています。 

利用者、関係者の皆さまにおきましては、ご迷惑・ご不便をおかけしますがご理解のほ

どよろしくお願いいたします。今後の予定につきましては、随時お知らせしていきたいと

思います。 

記 

事業名 実施状況 場所 

地域介護予防活動支援事業 

（各区ミニデイサービス） 
4月中は中止 各区コミュニティセンター 

高齢者等食の自立支援事業 

（配食サービス） 
通常どおり実施 － 

ふれあい訪問事業 4/23(木)分より中止 － 

心配ごと相談所事業 

（無料弁護士相談） 
4/10(金)・4/24(金)中止 嘉手納町総合福祉センター 

社協サロン 4/6（月）中止 嘉手納町総合福祉センター 

福祉バスの貸出 4月・5月貸出不可 － 

地域活動支援センター事業 通常どおり実施 嘉手納町総合福祉センター 

わくわくクラブあすなろ 

（指定障害児通所支援事業） 
縮小営業 嘉手納町総合福祉センター 

総合福祉センターの一般利用 
4/10～4/23利用制限 

※延長の可能性あり 
嘉手納町総合福祉センター 

以上 

問い合わせ 
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